
議案第135号

鹿児島県部等設置条例及び鹿児島県国民体育大会・全国障害者スポーツ大会施設整

備等基金条例の一部を改正する条例制定の件

鹿児島県部等設置条例及び鹿児島県国民体育大会・全国障害者スポーツ大会施設整備等基金

条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和２年11月提出

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県部等設置条例及び鹿児島県国民体育大会・全国障害者スポーツ大会施設整備等

基金条例の一部を改正する条例

（鹿児島県部等設置条例の一部改正）

第１条 鹿児島県部等設置条例（昭和27年鹿児島県条例第75号）の一部を次のように改正する。

第12条第１号中「第75回国民体育大会」を「特別国民体育大会」に改め，同条第２号中

「第20回全国障害者スポーツ大会」を「特別全国障害者スポーツ大会」に改める。

（鹿児島県国民体育大会・全国障害者スポーツ大会施設整備等基金条例の一部改正）

第２条 鹿児島県国民体育大会・全国障害者スポーツ大会施設整備等基金条例（平成24年鹿児

島県条例第31号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第75回国民体育大会及び第20回全国障害者スポーツ大会」を「特別国民体育大

会及び特別全国障害者スポーツ大会」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

（提案理由）

第75回国民体育大会及び第20回全国障害者スポーツ大会の名称が変更されたことに伴い，所

要の改正をしようとするものである。


